
新型コロナウイルスの影響に伴う 

助成制度・融資制度・支援制度 

 

 

６月１２日に政府の第２次補正予算が成立し、新型コロナウイルスに対応するため、医療機関に対する支援などが拡充される。拡充内

容を含め、現時点で明らかになっている制度の概要をお知らせします。 

   収入減少に伴う制度                                                                                                   

 制度名 制度概要 相談・申請窓口 

給
付
金 

持続化給付金 
売上要件…２０２０年１月～１２月のいずれかの月の事業収入が前年同月比▲５０％以上 

給付額＝前年の事業収入－（前年同月比▲５０％以上の月の売上×１２か月） 

必要書類…①２０１９年分の確定申告書（医療法人は前事業年度の確定申告書）、②対象月

の事業収入額がわかる売上台帳等、③申請者名義（医療法人は法人名義）の通帳の写

し、④本人確認書類（医療法人は不要） 

申請期限…２０２１年１月１５日。専用ホームページからオンライン申請。 

※ オンライン申請が困難な場合は、各地の「申請サポート会場」で申請受付。電話又はホ

ームページから要予約 

※ ２０１９年の新規開業医療機関は「開業届」の写しを添付し、月平均の事業収入額と比

較。２０２０年１～３月開業の医療機関は、第２次補正予算成立で制度が拡大され、給付の

対象となった。制度の詳細は、今後示される。 

持続化給付金事

業コールセンター 

0120-115-570 

事前相談専用窓口 

0570-015-078 

家賃支援給付金 
売上要件…２０２０年５月～12 月で、①いずれか１カ月の事業収入が前年同月比で▲５０％

以上、②連続する３カ月の事業収入が前年同月比で▲３０％以上－のテナント事業者 

給付額…支払家賃（月額）が３７．５万円（医療法人は７５万円）までの部分の給付率は２／

３、３７．５万円（（医療法人は７５万円）を超える場合は、超過額の１／３を給付率として月

５０万円（医療法人１００万円）を上限に給付される。 

※ 詳細は未定。オンライン申請で申請開始は６月下旬以降、給付は７月以降になる予定。 

未定 

融
資 

民間金融機関無 

担保・無利子融資 
 

売上要件…①個人医療機関（常勤５人以下）は売上▲５％以上、②個人医療機関（常勤６人

以上）又は医療法人（従業員３００人以下）は売上▲１５％以上 

返済期間…１０年以内（据置５年以内） 

金利・担保…愛知県制度・名古屋市制度を適用し、金利（３年間）と保証料を全額補助。 

３年超金利…県 1.2％（～５年以内）、名古屋市 1.2％（～10年以内） 

※セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証の市町村認定や保証協会の申請必要で、

金融機関がワンストップで手続きし、３週間程度で実行される。 

※医療法人で売上▲５％～１５％の場合は、保証料のみ 1/2補助。 

取引金融機関 

緊急小口つなぎ資金 売上要件…売上が前年又は前々年同月と比べ減少 

返済期間…返済２年以内・据置１年以内 

金利・担保…愛知県制度を適用し、保証料・金利を全額補助。 

日本政策金融公庫 

「新型コロナウイル
ス感染症特別貸付」 

売上要件…最近１カ月の売上が前年又は前々年同月比▲５％以上 

融資額…設備・運転資金 ８，０００万円（国民生活事業）、６億円（中小企業事業） 

返済期間…運転資金１５年以内、設備資金２０年以内（据置５年以内） 

金利・担保…基準金利▲0.9％（３年間）・無担保。ただし「特別利子補給制度」の利用で４，

０００万円まで無利子（３年間)。３年超金利…１．３６％（国民生活）、１．１１％（中小企業） 

※「特別利子補給制度」は、常勤５人以下の医療法人は売上▲１５％以上、常勤６人以上の

個人医療機関及び医療法人は売上▲２０％以上が要件。 

※申込から実行まで１～２カ月程度かかる。開業３カ月未満は利用できない。 

日本政策金融公庫 

事業資金相談ダイ

ヤル（平日） 

0120-154-505 

又は、各支店 

独）福祉医療機構 
「医療貸付」 

売上要件等…新型コロナウイルス感染症により減収・事業停止等の影響を受けた医療機関 

融資額…診療所４，０００万円・病院７．２億円又はそれぞれ「前年同月からの減収の１２カ月

分」のいずれか高い金額。 

無利子枠…５年間。診療所４，０００万円・病院１億円。６年超金利…０．２％。病院で１億円超

の部分…０．２％。 

無担保枠…診療所４，０００万円・病院３億円。 

返済期間…１５年以内（据置５年以内） 

※申込から実行まで１～２カ月程度かかる。コロナ対応を行う医療機関や在宅医療を担う

医療機関などは、無利子・無担保枠を別基準でさらに拡充。 

独）福祉医療機構 

医療貸付専用相

談フリーダイヤル 

0120-343-863 

減
免 

固定資産税 

都市計画税 

売上要件…202０年２月～10 月のいずれかの連続する３カ月間の事業収入が前年同期比

で、①▲５０％以上、②▲３０～５０％ 

減免率…２０２１年度の事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家

屋に対する都市計画税を、①全額免除、②１／２軽減 

市町村への申請期間…２０２１年１月１日～３１日。認定経営革新等支援機関（税理士など）

の確認を得た必要書類を添付する。 

※ 開業間もない場合など売上が前年同期との比較ができない場合は対象外。 

中小企業庁  

固定資産税等の

軽減相談窓口 

0570-077322 

又は、市町村の固

定資産税の窓口 

医療機関が 
活用できる 

  協会税経部でも相談に応じています ☏０５２－８３２－１３５５まで  

２０２０年６月１７日現在 

個人医療機関 

１００万円 
医療法人 

２００万円 

４，０００万円 

（無利子・無担保） 

５００万円（無利子・無担保） 

個人医療機関 

６カ月最大３００万円 
医療法人 

６カ月最大６００万円 

４，０００万円 

（無利子・無担保） 

診療所 

４，０００万円 
病院  

１０，０００万円 
（無利子・無担保） 

▲５０％以上 

   全額免除 
▲３０～５０％ 

   １／２軽減 

 

 



 制度名 制度概要 相談・申請窓口 

猶
予 

 

税、厚生年金保険料
等、労働保険料等 

売上要件…２０２０年２月以降のいずれかの月が前年同月比▲２０％以上 

猶予対象…２０２０年２月～２０２１年１月３１日までに納期限が到来する分について、１年間納

付猶予。無担保・延滞金不要。 

※ 国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、国民年金の保険料（税）の猶予もあり 

税務署・市町村・

年金事務所・保険

者などの各担当

窓口 

  従業員の休業に伴う制度                                              

制度名 制度概要 相談窓口 

雇用調整助成金 

（緊急雇用安定助成金） 

 

 
緊急対応期間： 

２０２０年４月１日～９月３０日 

 

対象・売上要件…雇用保険適用事業所又は労働保険適用事業所であって、最近１カ月の

売上が前年同月比▲5％以上 

条件…従業員に休業手当を支払って休業させ、雇用を維持した時 

助成額…実際に支払った休業手当額（従業員１人につき１日１５，０００円上限。３／３１以前

の休業も申請可。ただし、助成額上限８，３３０円、助成率 2/3） 

申請期間…支給対象期間の初日が 5/31までの休業の申請は 8月３１日まで。6/1以降は

支給対象期間の末日の翌日から２カ月以内。 

必要書類…①申請書等（４種類・ホームページからダウンロード）、②比較した月の売上など

がわかる書類、③休業させた日や時間がわかる書類（タイムカード、出勤簿、シフト表な

ど）、④休業手当や賃金の額がわかる書類（給与明細の写し、賃金台帳など）、⑤役員名

簿（医療法人のみ、性別・生年月日要記入、登記簿で可）、⑥（任意）振込先がわかる通帳

やキャッシュカードの写し 

※ 売上は、初回に申請する休業月又は前月と前年同月で比較。開業間もない場合など

は、直近１年間であって適当と認められる１カ月分で比較もできる。 

※ 雇用保険未加入者は「緊急雇用安定助成金」が適用され申請様式が異なる。 

愛知労働局 

052-219-5518 

又は、管轄のハロ

ーワーク 

雇用調整助成金

コールセンター 

0120-60-3999 

小学校休業等助成金 
条件…小学校や保育園等の臨時休業によって、子どもの世話のために、その保護者である

従業員に特別休暇（給与全額支給）を取得させた時 

助成額…実際に支払った賃金相当額（従業員１人につき１日１５，０００円上限。ただし、３／３

１以前は８，３３０円上限） 

助成対象期間…２０２０年２月２７日～９月３０日 

申請期間…２０２０年１２月２８日まで（休暇期間まとめの申請可） 

必要書類…①申請書等（３種類・ホームページからダウンロード）、②休暇取得が分かる出

勤簿、タイムカードなど、③有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し、④所定

労働日・時間、通常の賃金額が確認できるもの（シフト表、労働条件通知書など）⑤振込

先がわかる通帳やキャッシュカードの写し、⑥労働保険関係成立届の事業主控など、⑦

小学校等からの臨時休業等のお知らせ 

※ 雇用保険未加入者も対象となる。申請様式は異なる。 

学校等休業助成

金・支援金受付セ

ンター 

0120-60-3999 

毎日 9:00～21:00 

 

 その他慰労金・支援金  ※各市町村が独自に実施する事業者向けの給付金制度等もあります。各市町村のホームページ等でご確認ください。                                                 

制度 制度概要 

医療従事者等慰労金 対象…新型コロナウイルス感染症の医療提供に関し、愛知県・名古屋市から役割を設定されていない病院・診療

所（医科・歯科とも）等に、２０２０年１月２６日（愛知県における新型コロナウイルス感染症患者１例目発生日）～

６月３０日までの間に、通算で１０日以上勤務し、患者と接する医療従事者や職員（派遣や委託も含む） 

※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は対象外 

申請方法…医療従事者等が勤務先医療機関等に代理受領の委任を行い、医療機関等が愛知県に給付申請を

行う。退職者については、勤務していた医療機関等から勤務期間の証明を取得し、直接、都道府県に給付申

請を行う。 

※ 慰労金は所得税非課税 

感染防止対策等支援金 
対象…新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等を行う保険医療機関（医科・歯科とも）等 

対象経費…２０２０年４月１～２０２１年３月３１日の間に、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策

や診療体制確保等に要する費用（従前から勤務している者及び通常の医療提供を行う者の人件費は除く）。

以下、取り組みの例示。 

①定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備 

②歯科用ユニット等を患者の診療ごとに消毒薬で清拭又はラッピング。診療で使用した器具等の滅菌用機

器の導入 

③予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適正な受診の仕方を周知 

④動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫 

⑤電話等情報通信機器を用いた診療体制の確保 

⑥個人防護具等の確保 

⑦院内感染防止対策（研修、健康管理等） 

申請方法…医療機関等から都道府県に対して 

  ①見込み費用を概算で給付申請し、実施後に領収書等の提出を行い精算する 

  ②実施後に実費で請求する 

※申請方法や申請期間、愛知県の相談窓口等の詳細は、現在、未定。 

※厚生労働省問合せ窓口 ０３－５２５３－１１１１（内線 2655、2656、２６５８） 平日 9:30～18:00 

１年間納付猶予 

従業員１人１日 

１５，０００円上限 

 

従業員１人１日 

１５，０００円上限 

 

コロナ患者を診た 
医療機関 

１人２０万円 

コロナ患者を診ていない 
医療機関 

１人５万円 

病院  

２００万円 
＋５万円×病床数 

有床診療所 

２００万円 
無床診療所 

１００万円 
 


